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学校長 平 井 仁 司 

10 月 1 日より緊急事態宣言が解除されることになりました。新型コロナウイルスの陽性者

が減ってきていることは、本当に喜ばしいことです。1 日でも早く誰もが安心して生活できる

ようになることを願うばかりです。そのような中ですが、学校では、引き続き、「ウイルスを学

校に持ち込まない・学校内に広げない」事を基本として、感染予防対策を取りながら教育活動を

進めて参ります。ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。 

さて、9 月に予定しておりました人権参観懇談は、緊急事態宣言の発令に伴い中止いたしま

した。今年度、学校でのお子様の様子を見ていただく機会が持てていないことにつきまして、申

し訳なく思います。可能な限りではございますが、学校の様子を本校ホームページにて公開し

ております。9 月は、子どもの権利、人権について学ぶ機会がたくさんありました。 

4 年生は、CAP という学習をしました。これは、「子どもが暴力から自分の心や体を守る」

という言葉の頭文字から来ています。当日は、講師に来ていただ

き、寸劇を見たり、参加したりしながら、自分や友だちの守り方

を学んでいました。「『知らない人』とはどんな人？」さて、「いつ

も出会う犬の散歩をしているおばさん」「よく買い物に行くコン

ビニの店員さん」はいかがでしょうか。その人たちに、自分の家

を教えても大丈夫でしょうか。その後におこり得る様々な事を学

び、対処方法もロールプレイをしていました。 

20 日には、全校で人権学習の授業を行いました。1年生は、

おおかみさんにこわい思いをさせられたうさぎさんの気持ち、お

おかみさんの心の中、くまさんにやさしくされたおおかみさんの

心の中、次に出会った時のおおかみさんの様子について、自分の

考えを発表していました。と同時に、自分なら、おおかみさんに

出会ったらどうするのか、についても考え、発表（表現）してい

ました。どの学年も、自分の思いや考えを持ちながらも、相手がどのような思いを持っているの

かを考え、どのように接していくことが大事なのかを学習しました。 

人権学習を通して、子どもたちは「こころ」を学びました。目に見えず、耳に聞こえないもの

なので、一番わかりづらいものですが、相手はどのように考えているのか、相手の立場や気持ち

を理解した上で、自分の思い（考え）を持つことです。「こころ」の学びは、自分も相手も大事

にすることです。自分にとっての相手は、友だち？家族？先生？その時々によって変わります

が、関わりの中にはどんなときにも相手（人）がいます。 

10 月には体育参観、11月には音楽発表会を予定しています。

子どもたちは、発表に向けて練習に励んでいます。「うまく発表

したい」「頑張っている姿を見てもらいたい」という思いを持っ

ています。相手に自分の頑張りを伝え、それを認めて（褒めて）ほしい、という気持ちの表れで

す。ぜひ、お子様の頑張りを心身で受け止め、その思いを言葉などでお子様に返してください。 

 

日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事

1 金 1年視力検査　ICT支援員　 17 日

2 土 18 月 1年体育参観（予）(5校時)　口座再振替日

3 日 19 火 1年校外学習　市内一斉パトロール

4 月 全校朝会　6年視力検査 20 水
折り紙集会　スクールカウンセラー
就学時健診　13：１５下校

5 火 ALT　4年校外学習　5年体験学習(ｶﾇｰ)　 21 木 5年体育参観(5校時) 　オンライン接続実験①

6 水
5年視力検査　口座振替日
　　　　 スクールカウンセラー

22 金 5年体育参観（予）(5校時)

7 木 自然学校説明会　4年視力検査 23 土

8 金 3年視力検査 24 日

9 土 25 月

10 日 26 火 代表委員会　4年体育参観

11 月 ６年給食後下校　2年視力検査 27 水 クラブ活動③

12 火 修学旅行　ALT　1年体育参観(5校時） 28 木
2年校外学習　6年楽器搬入
オンライン接続実験②

13 水 修学旅行　2年体育参観(5校時) 29 金
6年社会見学　3年体育参観　(3校時)
4年体育参観（予）(5校時)

14 木 6年自宅学習　ICT支援員　寺子屋 30 土

15 金
5.6年文化庁オーケストラ鑑賞
2年体育参観（予）(3校時)　3年校外学習

31 日

16 土

1 月 全校朝会　体育参観（6年）5校時 11 木 自宅学習（5年）　寺子屋

体育参観（3年予備日3校時） 15 月 ALT

2 火 校内研究会　全校5校時終了後（14:40頃）下校 16 火 市内一斉パトロール

4 木 オンライン接続実験③全校給食後(13:15頃)下校 19 金 音楽発表会（児童鑑賞日）

5 金 校外学習（4年）　体育参観（6年予備日5校時） 20 土 音楽発表会

5年給食後下校 22 月 音楽発表会代休

8 月 自然学校　保健学習（6年） 24 水 クラブ活動

9 火 自然学校　自転車教室（2年）5･6校時 25 木 寺子屋

10 水 自然学校 26 金 平和集会

　本格的な台風シーズンに入りました。大雨や台風による臨時休校や不審者情報等の緊急連絡を「ミマモル
メ」で配信しています。まだ登録されていないご家庭や受信設定を変えられた場合は、必ず、登録や設定のや
り直しをお願いいたします。また、学年ごとに配信する場合もありますので、お子様１人ずつの登録をお願い
いたします。
　　　　　　　　※問い合わせ：株式会社ミマモルメ　電話０５７０－０８１－３００

　10月1日より兵庫県の緊急事態宣言が解除されます。今後につきましても、これまでと同様に登校時よりマ
スクの着用、検温等の家庭における感染予防と健康状態の把握と記録をお願いいたします。また、児童等と同
居する家族に発熱等の風邪症状がある場合は、学校への登校を控えていただき自宅での健康観察をお願いしま
す。この場合、欠席扱いとはせず出席停止扱いとします。

　10月中旬より、運動会の代替として各学年ごとに体育の授業参観を実施いたします。参観者はお子様のご家
族のみとなります。感染予防対策にご協力いただき、ご来校ください。当日は、写真やビデオ撮影も可能とい
たします。撮影された動画や画像につきましては、個人情報の取り扱いに十分注意していただきますようお願
いいたします。

１０月行事予定表

【１１月　主な行事予定】 ＊変更もあります

緊急事態宣言解除後の欠席について

体育の授業参観について

「ミマモルメ」の登録について

オンライン接続実験について

　今後、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学級閉鎖や学年閉鎖等で、自宅待機となることを想定し、すで
に配布しておりますタブレットを活用して、学校（教師）と家庭（子ども）との接続状況や課題を確認するた
め、１０月よりオンライン接続実験を行います。状況によっては難しい場合もありますので、可能な範囲でご
協力いただきますようお願いします。詳細は、別紙をご覧ください。

 


